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【第一条：選挙期日】 

1. 平成 23年 3月 1日から同年 5月 31日までの間に任期が満了することとなる地方公共団体（都

道府県、市町村及び特別区に限る。以下同じ。）の議会の議員又は長の任期満了による選挙の

期日は、当該選挙を同年 2 月 28 日以前に行う場合及び公職選挙法（昭和 25 年法律第百号）

第三十四条の二第一項又は第三項（これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。）

の規定により行う場合を除き、同法第三十三条第一項の規定にかかわらず、都道府県及び地方

自治法（昭和 22 年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市（以下「指定都

市」という。）の議会の議員及び長の選挙にあっては平成 23 年 4 月 10 日、指定都市以外の市、

町村及び特別区（以下「市区町村」という。）の議会の議員及び長の選挙にあっては同月 24 日

とする。 

2. 平成 23 年 6 月 1 日から同月 10 日までの間に任期が満了することとなる地方公共団体の議会

の議員又は長の任期満了による選挙の期日は、公職選挙法第三十三条第一項の規定にかかわら

ず、それぞれ前項に規定する期日とすることができる。この場合においては、当該選挙に関す

る事務を管理する選挙管理委員会は、都道府県又は指定都市（以下「都道府県等」という。）

の選挙管理委員会にあっては同年 1 月 9 日までに、市区町村の選挙管理委員会にあっては同月

23 日までに、その旨を告示しなければならない。 

3. 統一地方選挙の対象の地方公共団体の議会の議員又は長（第一項の地方公共団体の議会の議員

又は長であって当該地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙について公職選

挙法第三十四条の二第二項（同条第四項において準用する場合を含む。）の規定による告示が

なされていないもの及び前項前段の地方公共団体の議会の議員又は長であって当該地方公共

団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙について同項後段の規定による告示がなされ

ているものをいう。次項において同じ。）について、任期満了による選挙以外の選挙を行うべ

き事由が生じた場合において、同法第三十三条第二項又は第三十四条第一項の規定により当該

選挙を行うべき期間が平成 23 年 4 月 1 日以後にかかり、かつ、当該期間が次条各号に掲げる

選挙の区分に応じ当該各号に定める日前 5 日までに始まるときは、当該選挙を同年 2 月 28 日

以前に行う場合を除き、当該選挙の期日は、同法第三十三条第二項又は第三十四条第一項の規

定にかかわらず、それぞれ第一項に規定する期日とする。 

4. 統一地方選挙の対象の地方公共団体の議会の議員又は長以外の地方公共団体の議会の議員又

は長（当該地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙について、公職選挙法第三

十四条の二第二項（同条第四項において準用する場合を含む。）の規定による告示がなされて

いるものを除く。）について、選挙を行うべき事由が生じた場合（同法第百十七条の規定によ

り選挙を行うべき事由が生じた場合を除く。）において、同法第三十三条第二項又は第三十四

条第一項の規定により当該選挙を行うべき期間が平成 23 年 4 月 1 日以後にかかり、かつ、当

該期間が次条各号に掲げる選挙の区分に応じ当該各号に定める日前 10 日までに始まるときは、

当該選挙を同年 2 月 28 日以前に行う場合を除き、当該選挙の期日は、同法第三十三条第二項

又は第三十四条第一項の規定にかかわらず、それぞれ第一項に規定する期日とする。 

  



 

 

 

 

【第五条：重複立候補の禁止】 

1. 第一条の規定により平成 23年 4月 10日に行われる選挙において公職の候補者となった者は、

当該選挙区（選挙区がないときは、選挙の行われる区域）の全部又は一部を含む区域について、

同条の規定により同月 24 日に行われる選挙又は公職選挙法第三十三条の二第二項（同条第七

項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）の規定により同日に行われる衆議院議員

若しくは参議院議員の再選挙若しくは補欠選挙における公職の候補者となることができない。 

2. 前項の規定により公職の候補者となることができない者は、公職選挙法第六十八条第一項第二

号（同法第四十六条の二第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）、第六十八条

第三項第二号、第八十六条第九項第三号、第八十六条の二第七項第二号（同法第八十六条の三

第二項において読み替えて準用する場合を含む。）及び第八十六条の四第九項の規定の適用に

ついては、同法第八十七条第一項の規定により公職の候補者となることができない者とみなす 

 

理 由 

全国多数の地方公共団体の議会の議員又は長の任期が平成二十三年三月、四

月又は五月中に満了することとなる実情にかんがみ、国民の地方選挙に対す

る関心を高めるとともに、これらの選挙の円滑かつ効率的な執行を図るため、

これらの選挙の期日を統一するとともに、これに伴う公職選挙法の特例を定

める等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。 

 

 

 

 

 

 

 

地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律より抜粋 
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【第八七条：重複立候補等の禁止】 

1. 一の選挙において公職の候補者となった者は、同時に、他の選挙における公職の候補者となる

ことができない。 

2. 衆議院（小選挙区選出）議員の選挙において、一の政党その他の政治団体の届出に係る候補者

は、当該選挙において、同時に、他の他党その他の政治団体の届出に係る候補者であることが

できない。 

3. 衆議院（小選挙区選出）議員の選挙において、候補者届出政党は、一の選挙区においては、重

ねて候補者の届出をすることができない。 

4. 一の衆議院名簿の公職の候補者たる衆議院名簿登載者は、当該選挙において、同時に、他の衆

議院名簿の公職の候補者たる衆議院名簿登載者であることができない。 

5. 衆議院（比例代表選出）議員の選挙において、衆議院名簿届出政党等は、一の選挙区において

は、重ねて衆議院名簿を届け出ることができない。 

6. 前 2 項の規定は、参議院（比例代表選出）議員の選挙について準用する。この場合において、

第 4 項中「衆議院名簿」とあるのは「参議院名簿」と、「衆議院名簿登載者」とあるのは「参

議院名簿登載者」と、前項中「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」

と、「一の選挙区においては、重ねて」とあるのは「重ねて」と、「衆議院名簿」とあるのは「参

議院名簿」と読み替えるものとする 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公職選挙法より抜粋 

 


